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スケジュール 
日時:2026 年 5 月 26 日（火）10 時 30 分～13 時 30 分（10 時から受付開始） 
場所:衆議院第 2 議員会館第 1 会議室（会場は 9 時～13 時 30 分まで借用） 
 
09 時 00 分 役員集合（会場設営 全労連 民医連 中央社保協） 
10 時 00 分 会場受付（保団連 曽根／自治労連 山本）通行証配布（民医連） 

WEB 受付（全労連 小田島／中央社保協 鈴木） 
 
10 時 30 分 厚労省要請スタート 司会（中央社保協:林） 

 
・主催者挨拶（民医連:加藤）要望書提出（写真） 
・厚労省より要請書に対する回答 回答を受けてやりとり 
○老健局老人保健課企画法令係主査 柴橋 瑛里佳 
○老健局老人保健課企画法令係 三谷 恵都和 
○老健局老人保健課老人保健施設係 崎田 薫 
○老健局高齢者支援課 高齢者居住支援係⾧ 舛井 健一郎 
○老健局介護保険計画課 企画法令係 熊一 沙紀 
○老健局認知症施策・地域介護推進課 基準第一係 出羽 颯士朗 
○老健局認知症施策・地域介護推進課 人材研修係 高田 菜実 
○老健局認知症施策・地域介護推進課 人材研修係 藤井 風花 
○老健局認知症施策・地域介護推進課地域づくり推進室 主査 安松泰佑 
○老健局認知症施策・地域介護推進課地域づくり推進室 地域包括ケア推進係 小林恭介 
○社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 魚江 栞 
○社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 佐々木 知哉 
 
11 時 30 分 厚労省要請終了 閉会挨拶（民医連:加藤） 
 
12 時 00 分 介護署名第 3 次提出集会スタート 司会（年金者組合:藤田） 
・主催者挨拶（大阪社保協:日下部） 
・国会議員挨拶及びメッセージ紹介 ※挨拶後、署名提出（写真撮影） 
・介護現場からの報告 

① 介護労働者より（日本医労連）②大東社保協より（天野一之さん 大東市議会議員） 
12 時 30 分 介護保険をめぐる情勢報告（全日本民医連・林) 
12 時 55 分 閉会挨拶（中央社保協・林） 
 
13 時 00 分 第 2 会議室に移動、昼食後、国会議員要請行動・終了後流れ解散 

① 紹介議員の事務所へ介護署名の束を届けます 
② 紹介議員以外は、衆議院を中心に署名セットを届けます 
 

※衆議院の受付票に記入（陳情に〇）して受付を済ませ、議員事務所を訪問
し署名を提出（紹介議員でない議員には要請書を提出）昼食は各自、議員要
請終わりしだい流れ解散。※緊急連絡 090-3953-3047（中央社保協・林） 

16 時 00 分 会場撤収 
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2026 年 5 月 26 日 

内閣総理大臣 様 

厚生労働大臣 様 

全日本民主医療機関連合会（公印略） 

全国労働組合総連合（公印略） 

中央社会保障推進協議会（公印略） 

東京都台東区入谷 1-9-5 日本医療労働会館 5F 

 TEL 03-5808-5344 FAX 03-5808-5345 

介護保険制度の抜本改善、大幅な処遇改善を求める要望書 

国民の福祉向上のために奮闘されていることに、心より敬意を表します。 

介護保険制度開始から 26 年が経過しました。利用料や施設の居住費・食費の負担が重く、必要

な介護サービスを受けられない人が増えています。家族の介護を理由とした介護離職は年間 10 万

人と高止まりしたままです。介護事業所は低く据え置かれた介護報酬のもとで深刻な経営難に直面

し、2025 年の倒産・休廃業件数は 829 件と過去最多となりました。訪問介護は基本報酬の引き下

げで事業所ゼロの自治体が増加しています。介護現場の人手不足が深刻化する一方で、処遇改善は

進んでおらず、2024 年度の全産業平均との賃金格差は、前年度月額６万 9000 円から８万 3000 円

へ広がっています。こうしたなかでさらなる負担増・サービス縮小が検討されようとしています。 

すべての人が安心して介護を受け、介護従事者も尊重される制度の実現には、国の財政支援の強

化による制度の抜本改革、介護職員の大幅な賃金の引き上げが不可欠です。介護保険制度の改善、

憲法 25 条に基づいたケアが大切にされる社会の実現に向けて、以下要望します。 

記 

1. 介護保険の利用に困難をもたらす利用料２割負担の対象拡大、ケアプランの有料化、要介護１、

２の保険給付はずし（総合事業への移行）などの見直しを行わないこと 

2. 訪問介護の基本報酬の引き下げを撤回し、介護報酬全体の大幅な底上げを行うこと。その際は

サービスの利用に支障が生じないよう、利用料負担の軽減などの対策を講じること 

3. 全額国庫負担により、すべての介護従事者の賃金を全産業平均まで早急に引き上げること。介

護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと 

4. 必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利用料、居住費・食費などの費用負

担の軽減、サービスの拡充による介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政に

対する国庫負担の割合を大幅に引き上げること 

5. 介護サービス低下につながる中山間・人口減少地域での特例介護サービスの類型の新設、特定

地域居宅サービス等事業の創設を行わないこと 

6. 有料老人ホームにおける相談支援に係る新たな利用者負担を行わないこと 

以上 
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介護保険制度は、日常生活で助けが必要となった際に必要なサービスを保障し、全国の介護を必

要とする本人や家族を支える重要な社会基盤である保険です。しかし、現在国会で審議されようと

している「社会福祉法等の一部を改正する法律案」に含まれる「介護保険法の一部改正案」には、

制度の根幹を揺るがしかねない懸念すべき内容が含まれています。 

改正案では、人口減少地域を「特定地域」と定め、介護職員の人員配置基準を緩和することや、

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護などといった介護生活に不可欠な在宅サービスを保険給付

から市町村事業へ移行できるとしています。しかし、高齢化が進む中で 80 代以上の認定率が 6 割

を超える現状を鑑みれば、たとえ人口が減っても介護を必要とする方々は増え続けるのが実態で

す。 

人員不足を理由とした基準緩和や給付からの事業移行が行われれば、居住地域によってサービス

の質や保障に格差が生じ、どこで暮らしても等しいサービスを保障するという介護保険の理念がな

し崩しになる恐れがあり、私たちは大きな不安を覚えます。苦境にある事業所への支援が必要であ

れば、それは法改正による恒久的な措置ではなく、臨時的・応急的な公的支援によって解決される

べき課題です。 

また、現在は全額給付によって利用者負担のないケアマネジメントについて、住宅型有料老人ホ

ームの入居者を対象とした新たなケアマネジメントを創設し、利用者負担を求める方針も示されて

います。これまで自宅や賃貸住宅と同様に扱われてきた居住形態に対し、特定の支援形式を導入し

て負担を強いることは、制度の公平性を損なうだけでなく、利用者の生活を直接的に圧迫するもの

です。 

少なくとも現在の「介護のある暮らし」を継続し、誰もが安心して老後を迎えられる社会を維持

するために、以下を要望いたします。 
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「社会福祉法等の一部を改正する法律案概要」には、「１．地域の実情に応じた包括的な支援

体制の拡充」として、①中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や、②包括的な

評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型（「特定地域サービス」）の新設、③地域

のサービス提供主体が少ない場合に市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定

地域居宅サービス等事業」の創設とあります。 

 しかし、法律案には「中山間・人口減少地域」はなく、「特定地域」とあります。 

 また、「特定地域サービス」は、予防給付も含めて、居宅サービス（訪問介護、訪問入浴、通

所介護、短期入所生活介護、福祉用具レンタル、ケアマネジメント）が対象で、介護保険 3 施設

も「特定地域介護保険施設」として、人員配置基準の緩和が可能になります。 

 要支援（要支援 1、2）だけでなく、要介護（要介護 1～5）の認定者も対象となる「特定地域

居宅サービス等事業」もまた、居宅サービスが対象で、市町村の地域支援事業と位置づけられ、

保険者として支払い義務のある給付費ではなく、予算に上限があり市区町村の裁量で決められる

事業費が報酬になり、地域間格差も懸念されます。 

 都道府県の推計では、2022 年から 2040 年にかけて、約 57 万人の新たな介護職員が必要とさ

れています。 

一方、介護保険制度があってもなお、孤立死や介護殺人、高齢者虐待などが社会問題化してい

ます。また、「介護離職」する家族も減ることがありません。 

深刻な社会問題に歯止めをかけ、安心した介護生活を続けるには、人員配置基準の緩和や給付

の事業化ではなく、安定的な人材確保施策にこそ注力し、検討をしてください。 

 

 

介護保険制度は、全国約 7,800 万人の被保険者が納める保険料で支える社会保険方式であり、

その根幹は「誰もが必要なサービスを平等かつ公平に受けられること」にあります。 

住む市町村により受けられる介護サービスの内容差や、自宅や住宅型有料老人ホーム、サービ

ス付き高齢者向け住宅といった住まいの形態による負担に差が生じることは、制度の信頼を揺る

がしかねません。どのような「居宅」に暮らしていても、被保険者が平等かつ公平に給付を受け

られる体制を維持するための施策を検討してください。  

＜連絡先＞  公益社団法人 認知症の人と家族の会 

〒602-8222 京都市上京区晴明町 811-3 岡部ビル 2F 

TEL 050-5358-6580 FAX 075-205-5104  E-mail：office@alzheimer.or.jp 
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